
 

令和６年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金事業 

「タイ市場向け徳島・香川体験型旅行商品造成事業」仕様書 

  

１ 委託業務名 

令和６年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金事業 

「タイ市場向け徳島・香川体験型旅行商品造成事業」 

 

２ 委託期間 

契約締結の日から令和７年３月７日（金）まで 

 

３ 業務の概要 

（１）事業目的 

タイは、訪日旅行のリピーター率や地方への関心が高く、四国へのインバウンド誘客が期

待できる市場の１つである。 

今後、地方誘客が見込める、自然文化等の特別な体験に関心のあるアクティブな世代の継

続的な誘客拡大を図るため、徳島・香川２県が持つ優れた観光資源を広域周遊ルート化し、

流通整備及び販売を行うとともに、観光資源のブラッシュアップを行い、訪日リピーター層

向けの滞在コンテンツを整備する。また、「タイ市場の四国に対する認知度向上」に向けて、

タイの直行便が就航している関西及び首都圏を起点とした東四国（徳島・香川）の広域周遊

ルートの旅行商品造成を図る。 

 

（２）事業実施主体 

徳島県 

 

（３） 対象市場 

タイ 

 

（４）誘客対象 

    タイ市場において消費力が高い２０～４０代の自然文化等の特別な体験に関心のある 

訪日リピーター層 

 

（５）連携先 

公益社団法人香川県観光協会 

 

４ 委託業務の内容 

 （１） タイ旅行会社等招請ファムツアーの企画・実施 

   四国の認知度向上、誘客拡大につながる、タイ向け旅行商品の造成促進を目的に、徳島県、

香川県が有する自然文化等の体験型観光資源を中心とした観光資源のうち、３（４）の誘客

対象に訴求できるコンテンツを抽出し、商品化及び販路拡大を目指すことができる行程を想



 

定のうえ、ファムツアーを催行すること。 

また、アンケート調査を行い、行程案の改善点を見出し、商品化に向けたブラッシュアッ

プを行うこと。ファムツアー実施後は、招請した旅行会社等の旅行商品造成・販売のアフ 

ターフォローを行うこと。 

 

①実施期間 

令和６年９月～令和６年１１月（予定） 

②被招請者 

・東四国（徳島・香川）の旅行商品の造成意欲があり、販売力がある旅行会社の商品造成

担当者等（以下、「被招請者」という。）を４社（４名）以上選定し、ファムツアーへ招請

すること。（※選定した旅行会社の概要と選定理由を記載すること。） 

・被招請者は３（１）事業目的の「タイ市場の四国に対する認知度向上」に対し、将来的に

寄与する旅行会社を選定すること。 

③行程、視察箇所等 

・関西空港または首都圏の空港利用を想定し、徳島県、香川県において、２泊ずつの宿

泊を伴う、４泊５日程度のファムツアーを実施すること。 

・３（４）の誘客対象に向けて、地域ならではのＡＴ（アドベンチャーツーリズム） 

コンテンツを含む旅行商品（お遍路や宿坊体験、さぬきうどん打ち体験、祖谷そば打ち

体験、丸亀うちわ作り体験、藍染体験、サイクリング、フルーツ狩りなどを想定）の造

成・販売促進に繋がるような行程とし、滞在時間の長い旅行商品の造成を意識したもの

にすること。（※観光コンテンツ等を提案した理由を記載すること。） 

   ・被招請者が常時インターネットに接続して、情報発信できるように、Ｗｉ－Ｆｉルー 

ターを用意すること。 

   ・ファムツアーの後半において、徳島県、香川県の観光コンテンツについて被招請者が理

解を深め、さらに被招請者からの要望や意見をヒアリングできる場を設けること。 

④移動手段 

・国内の移動は、公共交通機関や貸切車（貸切バス、ジャンボタクシー）を利用すること。

ただし、合理的な理由がある場合は、それ以外の移動手段も可能とする。 

⑤宿泊、飲食等 

   ・１室１名で利用することを基本とするが、温泉付和室宿泊施設は１室２名も可能とす

る。なお、Ｗｉ－Ｆｉ等のインターネット環境が整備された施設が望ましい。 

   ・食事は１日３回分（朝、昼、夕の３食）を提供すること。昼、夕食については、飲物代

も含めること。なお、食事の時以外にも毎日飲物を提供すること。 

  ⑥通訳者、添乗員 

   ・必要に応じて、タイ語の通訳者を１名及び添乗員を１名手配すること。 

   ・通訳者や添乗員は、四国の観光資源等に精通した者を手配し、特段の理由がない限り全

行程を通して同一人物とすること。 

⑦被招請者へのアンケート調査（実施、集計、改善点報告、翻訳含む） 

・被招請者へアンケート調査を実施し、行程案の改善点を見出し、商品化に向けたブラッ

シュアップを行うこと。アンケート調査にあたっては、下記４（２）に留意すること。 



 

  ⑧ファムツアーの行程冊子、パンフレット等 

   ・日本語及びタイ語でファムツアーの行程冊子を作成し、被招請者に配布すること。 

・視察先のパンフレットや資料等を収集のうえ、被招請者へ提供すること。 

⑨安全確保・緊急事態等への対応 

・安全の確保等に関する万全の措置（事故等の未然防止、万一の事態の発生時にとりうる

対応等を含む）及び感染症予防対策を具体的かつ詳細に記載すること。 

・視察時の緊急事態に備えて、トラブルが発生した場合の問題に対処するための手順及び

体制を構築しておくこと。 

・本事業に係る傷害保険等の加入について記載すること。 

・業務の遂行にあたり、各種法令等について遵守すること。 

⑩被招請者の入国手続きの調整 

 ・必要に応じて、日本入国にかかる被招請者の査証発給に係る手続きについて、国内受入

責任者として書類の作成などを担い、査証申請手配を行うこと。 

 

（２）コンテンツの磨き上げ 

  ファムツアーに参加した旅行会社からの意見を集約し、ツアー内で体験した観光コンテ

ンツについて、タイからの誘客を見据えたコンテンツの磨き上げを実施すること。実施に

あたっての事業者との調整についても対応すること。なお、磨き上げの内容については、

事前に徳島県に提案・協議のうえ決定すること。 

 

（３） 旅行商品造成・販売のアフターフォロー 

（１）及び（２）にて実施するファムツアーやコンテンツの磨き上げ等を基に、被招請者

による旅行商品造成・販売が円滑に進むよう支援を行うこと。 

支援にあたっては、被招請者と随時連絡が取れる体制を構築し、ホームページ等で実際に

顧客が購入できる状態となるよう商品造成や販売の状況についてヒアリングを行うこと。 

また、確実な商品造成・販売促進につなげるため、情報提供やセールス活動を行う等、実効

性のある取り組みを実施すること。 

 

（４）その他 

①企画提案における留意事項 

・基本コンセプト、業務の進め方、スケジュ一ル、業務の実施体制(担当業務ごとの予定

人数など詳細を記載すること)、円滑な運営に資する施策について明記すること。 

・旅行商品造成、ファムツアー実施の企画立案にあたっては、下記５を参考とし、定量的

な目標値及び定性的な目標を設定の上、その考え方を明記すること。 

 

②事業実施における留意事項 

・目標値と成果を、徳島県の指示に従い、随時報告すること。 

・業務の実施にあたっては、徳島県の指示に従うこと。 

・専門家（ＲＥＰ等）の意見を踏まえ、必要に応じて行程案、招請旅行会社の修正、及び

商品化に向けたブラッシュアップを行うこと。 



 

・ファムツアーで実施するアンケート等の作成にあたっては、ネイティブチェックの体制

を明確にし、誤字・脱字を防ぐのはもちろん、単なる遂語訳ではなく現地で違和感の 

ない内容とすること。また、アンケートの内容については、事前に徳島県と協議するこ

と。 

・回収したアンケートを日本語訳し、分析を行い、それらを業務実施報告書に記載するこ

と。 

 

５ 目標と成果指標 

  ＜アウトプット＞ 

招請旅行会社数   ：タイの旅行会社 ４社４名以上 

旅行商品造成数   ：４商品以上 

磨き上げたコンテンツ：４件以上 

 

  ＜アウトカム＞ 

   磨き上げたコンテンツ体験者数（送客数）：２８人以上 

   コンテンツ体験者の延べ宿泊数     ：８４泊以上 

旅行商品の予約販売数                 ：２８件以上 

売上金額                       ：５８８万円以上 

 

６ 成果物 

（１）業務実施報告書 

業務実施報告書には、ファムツアーの参加者名簿、ツアーの内容、ツアーにおけるアン 

ケートの分析結果及びそれに基づく改善の内容、被招請者による商品造成実績及び造成 

予定を含む事業全体の報告を記載すること。 

・提出先及び部数 

〒７７０－８５７０ 徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

徳島県観光スポーツ文化部 観光政策課  

TEL：０８８－６２１－２３３５ 

E-mail：kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp 

・実施報告書（A4版カラー冊子） ３部 

・電子媒体 １部 

（電子媒体は、Microsoft365において編集可能な Word、Excelまたは Power Pointいず

れかのファイル形式及び PDF形式の両方とする。） 

（２）成果物の著作権及び所有権 

成果物に関する著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条までに定め

る全ての権利を含む)、及び所有権は、徳島県に帰属するものとする。 

 

７ 企画書に盛り込む内容 

（１）業務の内容に関する具体的な企画案 

・企画書の基本コンセプト、コンテンツの抽出理由及び被招請者の選定理由を含む。 



 

（２）業務実施体制 

（３）作業工程 

（４）再委託等の有無及び予定(ただし、発注者側の承諾を要するものに限る。) 

・再委託の有無を記載すること(ただし、発注者側の承諾を要するものに限る。) 

・再委託する場合は、再委託先の事業者名、住所、金額、再委託する業務範囲を記載する 

こと。 

※ 発注者の承諾を要する再委託の範囲は、次の区分における②に限る。 

① 「業務の主たる部分」(業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び

技術的判断等)・・・再委託を行うことはできない。 

② 「業務の主たる部分」及び「軽微な業務」を除く業務 

・・・再委託に際し、発注者の承諾を要する。 

③ 「軽微な業務」(コピー、ワ一プロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処

理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、会場借上等) 

・・・再委託に際し、発注者の承諾を要さない。 

（５）法人の概要等 

・法人の概要 

・担当者の氏名及び連絡先 

 

８ その他 

（１）受託者は、徳島県から作業状況の報告を求められた場合は、速やかに対応すること。 

（２）本業務の実施にあたり、計画に変更が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項及び

不明な点が生じたときは、その都度速やかに徳島県及び連携先と協議を行い、了解を得

た上で、誠実に業務を遂行すること。 

（３）受託者は、本業務においてトラブルが生じた場合、受託者の責任において処理するこ

と。 

（４）業務の実施にあたり、著作権、肖像権等に関して権利者の許諾が必要な場合は受託者にお

いて必要な権利処理を行うものとし、これに必要な一切の費用は委託料に含むものとす

る。 

（５）本業務は、国の補助事業を活用することとしていることから、本業務に係る収支状況を明

らかにした帳簿書類等を整備し、本業務の完了日の属する国の会計年度の翌年度から５年

間保存すること。 

（６）本業務の実施により取得した個人情報は、厳重に管理すること。 

 

 

 

以上 


